
 

※不用な果実の早期片付けが重要です。

セグロウリミバエ

成虫 幼虫
!

▶1次規制

▶2次規制

▶3次規制

▶4次規制

※全面通行止め

※北海面側にて対面通行
　（南海面側通行止め）

8:00～13:30
うるま市与那城総合公園

陸上競技場⇔海中道路入口交差点

浜比嘉大橋入口交差点

平宮折り返し地点

浜比嘉大橋入口交差点

浜比嘉折り返し地点

海中道路入口交差点⇔
浜比嘉大橋入口交差点

（平安座自治会付近まで通行可能）8:00～13:30
※全面通行止め
9:00～10:45

※全面通行止め
9:00～11:10

与那城総合公園

北海面

南海面

info セグロウリミバエの緊急防除が令和9年3月末まで延長

info 1/18（日） 第24回あやはし海中ロードレース大会 
交通規制情報

　ウリ科を始め幅広い果実に寄生する害虫のセグロウリミバエは、不妊虫等を用いた防除が実施されておりますが、本島
および周辺離島で発生が確認されていることから、農林水産省が実施する、セグロウリミバエの緊急防除の期間が令和９
年3月末まで延長されました。
　緊急防除の延長に伴い、引き続き寄主植物の果実等（※移動検査に合格した果実を除く）の防除区域外への持ち出しが制
限されます。市民の皆さまには引き続き、セグロウリミバエの防除対策にご協力をお願いいたします。

主に、野外で放置さ
れたウリ科果実で寄
生が確認されてま
す。不用な果実の早
期片付けが重要な防
除対策です。

セグロウリミバエの寄主植物（移動制限の対象植物の一例）
　ウリ科植物（全て） ゴーヤー、トウガン、スイカ、キュウリ等
　ナス科　トマト（ミニトマト含む）、ピーマン、トウガラシ※ナスは対象外
　　　　　インゲンマメ
　果樹　パッションフルーツ、ドラゴンフルーツ、グワバ、パパイヤ等

セグロウリミバエについて  沖縄県農林水産部営農支援課　☎098-866-2280
移動制限について 那覇植物防疫事務所　☎098-868-1679
移動検査の申請について  うるま市役所生産振興課　☎098-923-7616

市民の皆さまへ

 農家の皆さまへ
①移動制限の対象となる植物を栽培される農家で、移動検査の申請がまだの方、または栽培される
　植物や圃場の位置などに変更がある方は、圃場の位置する市町村へご相談ください。
②害虫防除、栽培施設の管理、不要な果実の処分を徹底してください。

①家庭菜園では、特に寄生されやすいウリ科植物の栽培は控えるようお願いいたします。
②移動制限の対象植物の果実は、防除区域外への持ち出し（発送）は、原則できません。ご注意ください。

問 詳細はこちら
（沖縄県HP）

⇔
⇔

交通規制時間

問　観光・スポーツ課　☎923-7612

 

このようなことも寄附にあたり禁止されているので注意しましょう!

病気見舞い　　　　

公民館の集会や
旅行等の催物への
寸志や飲食物の差入

お祭りへの
寄附や差入お歳暮やお年賀

秘書等が代理で出席
する場合の結婚祝　

秘書等が代理で出席
する場合の葬式の香典

地域の運動会や
スポーツ大会への
飲食物の差入

落成式・開店祝の
花輪葬式の花輪・供花

入学祝・卒業祝

詳細はこちら

詳細はこちら

info みんなで徹底しよう「三ない運動」

info うるま市内の病児・病後児保育施設のご案内

　政治家（候補者、立候補予定者、現に公職にある者）や政治家の後援会が選挙区内の人に、お金や物を贈る事は法律で禁止さ
れており違反すると処罰されます。 また有権者が寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

「子どもの体調が悪いけど、仕事は休めない。周りに頼れるひともいない。」そのようなお困りのときに利用できるのが、
病児・病後児保育事業です。病児・病後児保育施設では、看護師や保育士等を配置し、お子様をお預かりします。

下記施設にて、病児・病後児保育を実施していますので、お気軽にご相談ください。

●実施施設　び～のはうす石川（石川どろんこ保育園）　☎987-8101
●対象　病気の回復期である、乳児・幼児・小学校へ就学している児童
●利用時間　8:00～18:00　　●利用定員　6名
●利用料金　1日利用／2,000円（昼食・おやつ代込み）
　　　　　　12:00～18:00利用／1,000円（昼食なし）

●実施施設　ハート保育園　☎989-0045
●対象　病気の回復期に至っていないが、当面の症状の急変が認められない
　　　　乳児（生後６か月以上）・幼児・小学校へ就学している児童
●利用時間　8:30～17:00（初日：9:00～17:00）　●利用定員　2名
●利用料金　1日利用／2,000円（昼食・おやつ代込み）
　　　　　　12:00～17:00利用／1,000円（昼食なし）

①予約…病児・病後児保育施設へ電話し、空き状況や受け入れの可否を確認。
②受診…医療機関にて「診療情報提供書（保険適用）もしくは病児・病後児保育連絡票（有料）」を発行してもらう。
※必要書類や、登園後の手続きについては、病児・病後児保育施設へご確認ください。

非課税世帯、生活保護世帯については、利用開始日までに市へ申請していただくと、対象期間中、
利用料の減免(食費は実費)が受けられます。申請方法など、詳しくは保育こども園課までお問合せください。

くわしくは総務省
ホームページ
（なるほど！選挙
「寄附の禁止」）を
ご確認ください　→

病後児
保育

病児
保育

利用
方法

問　うるま市選挙管理委員会事務局　☎973-4332

問　保育こども園課　☎973－5427
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